
個人番号の構成

問１  　個人番号は11桁の番号と１桁の検査用数

字で構成される※１が、検査用数字の具体

的な算出方法を知りたい。

答１  　個人番号の検査用数字は以下の手順で算

出します。

　　　　① 11桁の番号の末尾から１桁ずつ順に重み

を２、３、４、５、６、７、２、３、４、

５、６と乗じて総和を求める。

　　　　②総和を11で割りその余りを求める。

　　　　③ 11より余りを引いた値がチェックデジッ

トとなる。

　　　　＜例＞

　　　　 　11桁の番号がa b c d e f g h i j kの場合

（a～kは任意の１桁の数字、X～Zは計算

により求められた数字を表す）

　　　　① （ｋ×２）＋（ｊ×３）＋（ｉ×４）＋（ｈ×５）

＋（ｇ×６）＋（ｆ×７）＋（ｅ×２）＋（ｄ×

３）＋（ｃ×４）＋（ｂ×５）＋（ａ×６）＝Ｘ

　　　　②Ｘ÷11＝Ｙ余りＺ

　　　　③11－Ｚがチェックデジット

　　　　※ Ｚ（余り）が０または１の場合はチェッ

クデジットを「０」とする。

解説  　個人番号の検査用数字の算式は、番号法

総務省令※２第五条において以下のように

規定されています。

　　　　　　　　　　　  で除した余り

　　　　 　ただし、　　　　　　　　　　　　　　

り）≦１の場合は、０とする。

　　　　＜算式の符号＞

　　　　Pn　 個人番号を構成する検査数字以外の

11桁の番号の最下位の桁を１桁目と

したときのn桁目の数字

　　　　Qn　 １≦n≦６のとき　n＋１　７≦n≦11

のとき　n－5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

個人番号とすべき番号の生成要求

問２  　個人番号とすべき番号の生成は具体的に

どのように要求すればいいのか。

答２  　既存住基システム※３または統合端末（現

番号移行サポートセンターに寄せられた問い合わせを公開！
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　番号法施行日（平成27年10月5日）まであと3ヵ月となり、4月に開設した番号移行サポートセ
ンターには様々な問い合わせが寄せられています。
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※１　 番号法施行令（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平成二十六年三月三十

一日政令第百五十五号））第八条に規定されている。

※２　 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情

報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成二十六年十一月二十日内閣府・総務省令第八十五号）

※３　住民基本台帳に関する記録を管理し、事務を処理するためのシステム
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在のCS端末）からCS※４を経由して機構

の番号生成システムに対して該当住民の住

民票コードを送信することにより生成を要

求します。

　　　　 　なお、初期については平成27年６月20日

時点の現存者を対象とした個人番号リスト

（個人番号とすべき番号と住民票コードを

関連づけて市町村ごとにリスト化したも

の）を６月末から順次送信しています。

解説  　個人番号とすべき番号の生成要求は番

号法※５第八条に規定されています。個人

番号リストの配付は番号法附則第二条に

規定されている準備行為として実施して

います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問３  　同一住民票コードによる個人番号生成要

求を複数回行った場合、異なる個人番号と

すべき番号が返却されるのか。

答３  　同一住民票コードによる個人番号生成要

求に対しては同じ個人番号が返却されます。

解説  　機構の番号生成システムは住民票コード

と個人番号を関連づけて管理しています。

個人番号が変更されない限り、同じ個人番

号を返却します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問４  　住民票コード変更後に個人番号生成要求

を行った場合、異なる個人番号が返却され

るのか。

答４  　住民票コード変更を行った場合でも、同

じ個人番号が返却されます。

解説  　住民票コードが変更された場合、機構の

番号生成システムは変更後の住民票コードと

個人番号を新たに関連づけて管理します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

個人番号の仮付番

問５  　個人番号リストを受信した後に必要とな

る作業には何があるか。

答５  　既存住基システムにおいて、個人番号リス

トを基に住民票への個人番号の仮付番を行

います。その後、仮付番した個人番号を設定

して本人確認情報の更新処理を行います。

解説  　個人番号の仮付番は番号法附則第二条に

規定されている準備行為として実施しま

す。なお、本人確認情報の更新処理は機構

が提示したスケジュールに沿って実施して

いただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

個人番号の変更

問６  　個人番号は変更できるのか。

答６  　個人番号が漏洩して不正に用いられる

おそれがあると認められるときに限り、

請求又は職権により変更することができ

ます。

解説  　番号法第七条第二項において、個人番号

が漏洩して不正に用いられるおそれがある

と認められるときは、従前の個人番号に代

えて新たに個人番号を指定しなければなら

ないと規定されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問７  　個人番号を変更するときには住民票コー

ドの変更も必要となるのか。

答７  　個人番号の変更に伴っての住民票コード

の変更は必要ありません。住民票コードの

変更には別に請求が必要です。

解説  　個人番号の変更は番号法第七条第二項、

住民票コードの変更は住基法※６第三十条

※４　コミュニケーション・サーバ

※５　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年五月三十一日法律第二十七号）

※６　住民基本台帳法（昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号）
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の三の規定に基づいて行います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問８  　住民票コードを変更するときには個人番

号の変更も必要となるのか。

答８  　住民票コードの変更に伴っての個人番

号の変更は必要ありません。個人番号の

変更には別に請求又は職権による処理が

必要です。

解説  　問７に同じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問９  　個人番号を変更する場合、変更後の個

人番号も住民票コードを基に生成される

のか。

答９  　お見込みのとおりです。

解説  　番号法第八条第二項において、機構が生

成する個人番号とすべき番号は従前の個人

番号を含む他のいずれの個人番号とも異な

ること、住民票に記載された住民票コード

を変換して得られるものであることが規定

されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問10  　個人番号の仮付番後、番号法施行日ま

での間に個人番号を変更することはでき

るのか。

答10  　番号法施行日前に個人番号の変更を行う

ことはできません。

解説  　仮付番は準備行為として実施するもので

あり、個人番号は番号法施行日をもって付

番されます。付番されていない個人番号を

変更することはできないため、システムに

おいても抑止しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仮付番後番号法施行日までの間に
消除となった住民の個人番号の扱い

問11  　個人番号の仮付番後、番号法施行日まで

の間に消除となった住民の個人番号はどの

ようにすればよいのか。

答11  　住民票から削除してください。

解説  　個人番号は番号法施行日をもって付番さ

れるため、番号法施行日時点で現存者でな

い場合は仮付番した個人番号を削除する必

要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

番号法施行日をまたがる転出、
転入時の対応

問12  　番号法施行日前に番号法施行日以降を予

定日として転出を届け出た住民の個人番号

の付番は、転出地と転入地のいずれで行う

のか。

答12  　転入地において個人番号の付番を行いま

す。転出地においては仮付番した個人番号

を住民票から削除します。

解説  　番号法施行日をまたがる異動について

は、届出の年月日により個人番号の付番の

要否を判断します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問13  　番号法施行日後に番号法施行日前を転出

日とする転出届があった場合、住民票に記

載した個人番号を削除する必要はあるか。

答13  　削除する必要はありません。このケー

スは転出地における個人番号の付番が有

効です。

解説  　問12と同じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問14  　番号法施行日前に他市町村に転出を届

け出た住民が番号法施行日後に転入を届

け出た場合、転入地で個人番号の生成要求

を行うことになるが、この時返却される個

人番号は転出地で仮付番したものと同一

になるか。

答14  　同一の個人番号が返却されます。

解説  　問７と同じです。
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